
貴社ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。

当協会では、農作物や花き花木、芝生などの病害虫防除にかかわるあらゆる製品について、

様々な分野の調査研究及び評価検定をお引き受けしています。これらの試験は協会直営の研究

所のほか、全国の公設試験研究機関等とも連携して高い信頼性のもとで効率的に行うことがで

き、基礎開発から農薬登録さらに普及まで幅広くご利用いただいております。

このたび、平成２９年度試験研究について下記のとおりご案内申し上げますので、ご依頼に

あたっては別添申込要領等にご留意のうえ、期日までに必要書類をご提出下さいますようご案

内申し上げます。

記

１．申込書類

（１）別添「申込要領」に従って必要書類を作成して下さい。

（２）申込用紙は当協会のＨＰからダウンロードいただけます。

http://www.jppa.or.jp/test/index.html

２．提出先

一般社団法人日本植物防疫協会 調査企画部

〒114-0015 東京都北区中里 2-28-10 TEL 03-5980-2182 FAX 03-5980-6752

３．提出期日

◆防除効果に関する試験

平成２９年１月２５日（水）まで（ただし期日後も随時ご相談に応じています。）

提出方法は「申込要領」を確認して下さい。

◆作物や環境中での残留に関する試験

原則として試験開始時期の３か月前まで。ただし作物残留試験では１月末までにご要望の

概要をお聞きしていますので、詳しくは「申込要領」を確認して下さい。

◆その他の試験

随時ご相談に応じています。

４．その他

（１）申込みに当たり試験研究受託規約及び試験の安全実施に係るガイドラインをご確認下さ

い。

（２）作物残留試験ではＧＬＰ制度に基づく試験をお引き受けします。

一般社団法人日本植物防疫協会の受託試験研究のご案内

（平成29年度版）



一般社団法人日本植物防疫協会の案内図

お引き受けできる試験研究の種類

◆農薬登録に対応した各種試験

①薬効薬害試験（病害防除・害虫防除）

②適用作物薬害試験（限界薬量試験、残臭試験（茶））

③周辺農作物薬害試験

④後作物薬害試験

⑤有用生物影響試験（ミツバチ、蚕、天敵昆虫等）

⑥環境中予測濃度算定に関する試験

・水質汚濁性試験／模擬水田を用いた水田水中農薬濃度測定試験

・実水田を用いた水田水中農薬濃度測定試験

・模擬圃場を用いた地表流出試験

⑦作物残留試験（ＧＬＰ試験を含みます）

⑧土壌残留試験

⑨後作物残留試験

⑩微生物農薬や天敵農薬に関する試験のご相談にも応じます

◆基礎活性検定等

①病害虫に対する基礎活性検定、用量反応試験等

②病害虫の抵抗性（耐性菌）検定

③発芽阻害等の薬害検定

◆動態調査等

①作物付着量の調査

②耐雨性試験

③土壌中での鉛直浸透調査

④作業者曝露調査

◆利用技術に関する試験等

①体系防除等の試験

②散布法に関する試験

◆上記以外の試験研究・調査もご相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。



１．提出書類と提出方法

（１）試験研究依頼書（様式１）１部に試験計画書（様式２－１）３部を添えてご提出下さい。

様式１は他の試験と合わせて１枚とすることができます。

（２）提出期日は平成２９年１月２５日（水）までとします。ただし期日後も随時ご相談に応

じています。郵送等による提出も可能ですが、試験内容を協議させていただく必要上、で

きるだけ直接ご持参下さるようお願いします。

（３）提出書類の作成方法は「記載要領」を参照して下さい。

用紙は当協会ホームページ上からダウンロードできます。

http://www.jppa.or.jp/test/index.html

（４）同一薬剤の試験ではつぎの分類ごとに別紙として下さい（試験研究依頼書は１部で可）。

①同じ薬剤で病害と虫害を試験対象とする場合はそれぞれ別紙に。

②対象とする作物群が複数にわたる場合は、つぎの分類ごとにそれぞれ別紙に。

◇水稲（麦、いぐさを含む）

◇野菜（芋豆類・花き花木類・茶を除く特用作物）

◇落葉果樹（りんご、おうとう、キウイフルーツを除く）

◇寒冷地果樹（りんご、おうとう）

◇常緑果樹（かんきつ、キウイフルーツ、パイナップル等熱帯果樹）

◇茶

◇芝

（５）標準的な試験法を策定しておりますので必要に応じてご参照下さい。

http://www.jppa.or.jp/test/shiken.html

２．ご依頼に当たっての留意事項

（１）ご依頼いただいた試験研究は、原則として添付の試験研究受託規約に基づいて受託し、

実施致しますので、予め内容をご確認下さい。特別なご要望があれば別途ご相談下さい。

（２）登録申請に用いる試験については原則として「新農薬実用化試験」としてお引き受けし

成績検討会にて検討します。登録申請に用いない試験や非公開で実施したい試験などはご

相談下さい。

申込要領（薬効薬害試験）



（３）申込みいただいた後の流れはおおむね次のとおりです。

（注１） （注２） （注３）

注１：試験開始時までに試験担当者あてに依頼者から送付いただきます。送付時にはロッ

ト番号と薬剤返却先を明記して下さい。また、供試薬剤は提供サンプルごとにナンバ

リングを行うなど管理をお願いします。

注２：登録を目的とした薬効薬害試験で実施しており、分野毎に10～12月に開催いたしま

す。詳しくは別途ご照会下さい。

注３：成績検討を行った試験成績は、原則として成績集ＣＤ－ＲＯＭに収録してご報告し

ます。また、このＣＤ－ＲＯＭは試験関係機関等にも配布します。

（４）試験研究を安全かつ的確に実施するため、当協会ではガイドライン（別添）を設けてお

りますので、必要な情報等について的確にご提供下さるようお願い致します。また、試験

の遂行や結果の評価に際して情報の提供をお願いする場合も、できるだけご協力下さい。

（５）試験研究に要する経費については、試験の内容等によって大きく異なりますため、詳し

くはご照会下さい。

（６）試験研究の開始後における計画の変更は受理できません。変更の必要が生じた場合はで

きるだけ早く当協会担当者とご相談下さい。

（７）依頼者もしくは公設研究機関が自ら実施した試験成績についてもご要望があれば成績検

討を行います。詳しくは別途ご照会下さい。

（８）その他ご不明な点があれば下記あてにご照会下さい。

調査企画部

Tel 03-5980-2182 Fax 03-5980-6752

Ｅメール：虫害担当 musi@jppa.or.jp

病害担当 kin@jppa.or.jp
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１．提出書類と提出方法

（１）試験研究依頼書（様式１）１部に添付書類（様式３）１部を添えてご提出下さい。

ＧＬＰ試験では、様式１は１試験につき１部を作成下さい。

（２）提出期日は原則として試験開始３か月前までとします。

ただし作物残留試験については、１月末日までに別途試験申込リストをご提出いただける

と効率的な推進が可能ですのでご協力をお願いします。

（３）提出書類の作成方法は「記載要領」を参照して下さい。様式１の記載要領は薬効試験の

項を参照して下さい。用紙は当協会ホームページ上からダウンロードできます。

http://www.jppa.or.jp/test/index.html

※ご注意

・ほ場試験の必要場所数は明確に記入下さい。

（４）残留試験関係ではＥメールによる提出がご利用いただけます。

提出先アドレス：zanryu@jppa.or.jp

（５）お申込いただいた書類には受付印を付して返信します（メール）。

２．ご依頼に当たっての留意事項

（１）ご依頼いただいた試験研究は、原則として添付の試験研究受託規約に基づいて受託し、

実施致しますので、予め内容をご確認下さい。特別なご要望があれば別途ご相談下さい。

（２）申込みいただいた後の流れはおおむね次のとおりです。

（注）

注：専門家による非公開の成績検討を行う場合があります。詳しくは申込み時に

ご確認下さい。

（３）ＧＬＰ試験に供試する薬剤（被験物質）の送付については、試験責任者の指示に従って

下さい。ＧＬＰ試験以外の供試薬剤は試験開始時までに試験担当者あてに依頼者から送付

いただきます。送付時にはロット番号と薬剤返却先を明記して下さい。また、供試薬剤は

提供サンプルごとにナンバリングを行うなど管理をお願いします。

（４）試験研究を安全かつ的確に実施するため、当協会ではガイドライン（別添）を設けてお

申込要領（残留試験）
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りますので、必要な情報等について的確にご提供下さるようお願い致します。また、試験

の遂行や結果の評価に際して情報の提供をお願いする場合も、できるだけご協力下さい。

（５）試験研究に要する経費については、試験の内容等によって大きく異なりますため、詳し

くはご照会下さい。

（６）試験研究の開始後における計画の変更は受理できません。変更の必要が生じた場合はで

きるだけ早く当協会担当者とご相談下さい。

（７）その他ご不明な点があれば下記あてにご照会下さい。

調査企画部

Tel 03-5980-2182 Fax 03-5980-6752

Ｅメール：残留担当 zanryu@jppa.or.jp



作物残留試験のご依頼は試験開始３か月前（処理の早い作物は特に注意）までとしています

が、ご要望に円滑にお答えするためには試験実施場所において一定程度栽培計画を立案してお

く必要があるため、ご依頼に先立ち、１月末までに以下の試験申込リストをメールで提出下さるよう

ご協力をお願いします。（様式はＨＰからダウンロードできます）。なお、本リストに基づくご

連絡は正式なご依頼ではありませんので、その後変更等があっても差し支えありません。また、

お手数ですが、後日依頼内容を様式３に記載のうえ試験研究依頼書とともにご提出下さい。

提出先アドレス：zanryu@jppa.or.jp

試験申込リスト提出のお願い(作物残留試験）



2016 年度農薬残留試験　申込書 申込年月日 2016/1/25

試験番号：

１．依頼者

２．被験物質 ①

②

③

①

②

③

３．試験種別 ■ ＧＬＰ試験 □ 非ＧＬＰ試験

４．供試作物名 採取部位：

５．栽培条件 ■ 露地 □ 施設

６．処理条件 処理時期 処理回数

① 移植当日 1

② 出穂期 1

③ 2

７．採取条件 ほ場試験場所数

２

１

８．分析場所

９．分析対象、
　　分析妨害農薬

１０．費用請求先

１１．備考

作物残留試験の添付資料の記載要領（様式３）

受領印ＡＢＣ農薬(株)に50%、イロハ化学(株)に50%、残留分析費は分析場所よ
り直接請求。

分析対象：フェンプロノナール及びその2代謝物
分析妨害：フェンプロノナールを含む農薬（ヒノマルエース乳剤）

ａ

希望場所名 財団法人　農薬分析研究所

Ｂ

採取条件②

採取条件①

収穫物安全情報

有効成分名

フェンプロノナール

最終散布７、１４、２１日後 

最終散布７日後 

乳熟期１回を含む

ＡＢＣ農薬株式会社

〒114-0015　東京都北区中里2-28-10

農薬開発部開発課

日植太郎

フェンプロノナール（ガッツポーズ）フロアブル

フェンプロノナール

ウシクコナゾール・フェンプロノナール（Ｊ２０１）粒剤

フェンプロノナール（ヒノマル）箱粒剤

会社名

住所

所属

担当者名

０３－５９８０－２１８２ＴＥＬ

FAX ０３－５９８０－６７５２

n.tarou@abc.co.jp

湛水散布

茎葉散布

水稲 玄米、稲わら

E-mail

ウシクコナゾール、フェンプロノナール

名称・剤型

処理方法

育苗箱処理

備考

後作物安全情報

依頼者の担当連絡先等を記入、メー
ルアドレスは必ず記入する。

薬剤の一般名、（商品名またはコードネー
ム）、剤型の順に記入する。体系試験の場
合は全ての薬剤を記入する。

混合剤の場合は全ての成分を記入する。

分析場所が複数の場合にはここに並記する。

注１

注２

生産物安全性（Ａ、Ｂ）は、原則として、農薬使用基準（平成16
年6月21日農林水産省令第二号）に基づいて、最新の農薬登録
内容を確認のうえ、ご記載ください。試験終了までに登録を取得
されることが明らかな農薬の場合は（Ａ）とする。

分類ａ：①永年作物、芝に対する試験又はポット試験であるなど
により後作物栽培が想定されない ②水田での試験であり後作
物への影響が想定されない　③生物農薬、無機物又は展着剤
であるなどにより作物残留性が問題とならない
分類ｂ：所定の注意（試験終了後１か月後作物を作付けない（葉
菜類の場合は３か月））をはらうことによって後作物に対する安
全性が確保される。半減期が100日未満である、土壌残留量が
少ない、又は吸収移行されにくい等により、後作物残留リスクが
低いと考えられるもの
分類ｃ：上記以外のもの

下記表参照

★⑱生産物の安全性に関する情報

表記 説　　明 備考

Ａ 対象作物の安全性は確保されている

Ｂ 対象作物の安全性は検討中である

ａ 後作物に対する安全性は確保されている

ｂ 後作物に対する安全性は所定の注意を払うことで確保される

ｃ 後作物に対する安全性は検討中である

注１

注２

別添ガイドラインを参考にして、以下の表示で記入して下さい。

分からない場合は提出時にご相談下さい。



2016 年度農薬残留試験　申込書 申込年月日 2016/1/25

試験番号：

１．依頼者

２．被験物質 ①

②

③

①

②

③

３．試験目的

４．供試作物名 採取部位：

５．栽培条件 ■ 露地 □ 施設

６．処理条件 処理量 処理方法 処理時期 処理回数 備考

① 300L/10a 土壌表面散布 2

②

③

７．採取時期

８．ほ場試験場所

９．ほ場試験に関
す
　　る特記事項
１０．分析場所

１１．分析対象、
　　　分析妨害農
薬

１２．費用請求先

１３．備考

環境残留試験（土壌）の添付資料の記載要領（様式３）

有効成分名・
含有率

名称・剤型

蜜蜂・蚕に対する影響

ＴＥＬ

FAX

E-mail

人畜毒性

n.tarou@abc.co.jp

フェンプロノナール（ガッツポーズ）フロアブル

うち火山灰１、鉱質１

（記入不要です）

新規登録

畑地（裸地） 土壌

後作物安全情報

90日後、150日後

処理区

無処理区 初回散布前に採取

最終散布直後、1日後、3日後、14日後、21日後、30日後、60日後、

一任

希望場所名

農薬開発部開発課

日植太郎

０３－５９８０－２１８２

０３－５９８０－６７５２

（記入不要です）

株式会社○○分析サービス

場所数

希望場所名

Koc=800～1000。水溶解度は低い。深さ10cmごとに20cmまで採取する。

希釈倍数

1000倍

2

収穫物安全情報

会社名

住所

所属

担当者名

蜜蜂・蚕に影響があるので注意する

ＡＢＣ農薬株式会社

〒114-0015　東京都北区中里2-28-10

普通物（毒物、劇物に該当しないもの）、目に刺激性あるので取扱に注意する

フェンプロノナール 10%

Ａ類相当魚毒性

連絡先

受領印ＡＢＣ農薬(株)に50%、イロハ化学(株)に50%

分析対象：フェンプロノナール及びその2代謝物
分析妨害：フェンプロノナールを含む農薬（ヒノマルエース乳剤）

〒XXX-XX  大阪府○○区XXXXXXXXXXX   分析課　○山花子
TEL XXXXXX FAX XXXXXX E-mail XXXXXX

分析場所が決まっている場合は分析場所を
記入する。
未定の場合は「未定」として下さい。

半減期や物理化学性など、試験に参考と
なる情報をできるだけ記入する。

薬剤の一般名（商品名またはコード
ネーム）、剤型を記入する。

依頼者の担当連絡先等を記入、メー
ルアドレスは必ず記入する。

一般社団法人 日本植物防疫協会



2016 年度農薬残留試験　申込書 申込年月日 2016/1/25

試験番号：

１．依頼者

２．被験物質 ①

②

③

①

②

③

３．試験目的

４．供試作物名 採取部位：

５．栽培条件 ■ 露地 □ 施設

６．処理条件 処理量 処理方法 処理時期 処理回数 備考

① 150L/10a 茎葉散布
移植

１月後
1

②

③

７．採取時期

８．ほ場試験場所

９．ほ場試験に関
す
　　る特記事項
１０．分析場所

１１．分析対象、
　　　分析妨害農
薬

１２．費用請求先

１３．備考

環境残留試験（水）の添付資料の記載要領（様式３）

連絡先

受領印ＡＢＣ農薬(株)に50%、イロハ化学(株)に50%

分析対象：フェンプロノナール及びその2代謝物
分析妨害：フェンプロノナールを含む農薬（ヒノマルエース乳剤）

収穫物安全情報

会社名

住所

所属

Ａ類相当

担当者名

蜜蜂・蚕に影響があるので注意する蜜蜂・蚕に対する影響

ＴＥＬ

FAX

ＡＢＣ農薬株式会社

〒114-0015　東京都北区中里2-28-10

フェンプロノナール 10%

農薬開発部開発課

日植太郎

０３－５９８０－２１８２

０３－５９８０－６７５２

希望場所名

E-mail

魚毒性

有効成分名・
含有率

名称・剤型

無処理区

〒XXX-XX  大阪府○○区XXXXXXXXXXX   分析課　○山花子
TEL XXXXXX FAX XXXXXX E-mail XXXXXX

n.tarou@abc.co.jp

普通物（毒物、劇物に該当しないもの）、目に刺激性あるので取扱に注意する人畜毒性

フェンプロノナール（ガッツポーズ）フロアブル

場所数

（記入不要です）

希望場所名

水溶解度：19.0mg/l、水中光分解：半減期1.1日（河川水）。加水分解：半減期57日（Ph7.1,30℃）
土壌吸着係数：Koc=816-1935（25℃）

1

（記入不要です）

処理区

ライシメータを用いた水田水中濃度の調査（水濁ＰＥＣ、水産ＰＥＣ）

水稲 田面水、浸透水

後作物安全情報

希釈倍数

1000倍

田面水：処理直前、直後、１日後、２日後、３日後、５日後、７日後、１０日後及び
１４日後

浸透水：処理直前、７日後及び１４日後

株式会社○○分析サービス

２土壌で実施

一般財団法人　農薬分析研究所

分析場所が決まっている場合は分析場所
を記入する。
未定の場合は「未定」として下さい。

半減期や物理化学性など、試験に参考と
なる情報をできるだけ記入する。

薬剤の一般名（商品名またはコード
ネーム）、剤型を記入する。

依頼者の担当連絡先等を記入、メー
ルアドレスは必ず記入する。

一般社団法人 日本植物防疫協会
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試験研究受託規約

平成２４年１１月３０日

一般社団法人 日本植物防疫協会

第１章 総 則

第１条 一般社団法人日本植物防疫協会（以下「協会」という。）は、定款に定める事業のうち、植物

防疫資材に関する試験研究の受託実施について、この規約の定めるところにより行うものとする。

（試験研究の受託）

第２条 試験研究を依頼しようとする者（以下「依頼者」という。）は、別に定める様式により、試験

研究依頼書を協会あてに提出するものとする。

２．協会は、依頼者から試験研究（以下「試験」という。）を依頼された場合は、試験研究の実施計画

等について検討し、受託を決定するものとする。

３．依頼者は、協会から求めがあった場合には、当該試験の安全な実施のために必要な情報を提供する

ものとする。

（依頼者の経費負担等）

第３条 試験に要する経費は、別に定める基準により依頼者が負担するものとし、原則として、試験の

実施に先立って協会へ納付するものとする。

２．試験の実施に先立ち、経費の二分の一以上に相当する金額の納付がなされなかった場合には、協会

は依頼された試験の受託を取り消すことができる。

３．試験計画の変更等により、経費に過不足が生じた時は、協会は当該経費を精算するものとする。

４．試験の実施後にあっては、依頼者の都合によって試験を中止することは、原則として出来ないもの

とする。試験の実施後にやむを得ず中止する場合は、協会に納付された経費は、原則として返納し

ないものとする。

５．試験に供する資材（以下「提供資材」という。）は、依頼者が無償で提供するものとし、経費には

含まないものとする。提供資材の送付搬入及び据え付け等にかかる費用も同様とする。

６．依頼者は、試験終了後の残余提供資材を、依頼者の費用負担により回収又は撤去するものとする。

（試験の実施）

第４条 協会は、試験計画に従って試験を適切に遂行するものとする。

２．協会は、試験の一部又は全部を外部の機関に委託して実施できるものとする。

３．前項による試験の受託者は、定められた試験方法に従うとともに、試験の安全実施に係るガイドラ

インを遵守して試験を遂行するものとする。

４．試験の受託者は、試験の内容及び結果を協会の許可しない第三者に漏洩し、又は公表できないもの

とする。ただし、依頼者及び協会がとくに許可した場合は、この限りでない。

５．前項の規定は、当該試験が第 11条に該当する時は、成績検討会が完了するまでの期間に適用する。
６．試験の受託者は、試験を終了した時は、すみやかにその結果を協会あてに報告するものとする。

（試験結果の報告等）

第５条 協会は、試験結果をとりまとめ、必要に応じ、第７条に定める委員会にはかり、検討を行うも

のとする。

２．協会は、試験の成績及び委員会の行った検討の結果を依頼者に報告するものとする。

３．依頼者は、試験結果を偽り又は著しく誇張して宣伝等に用いてはならない。

（発明等）

第６条 試験により発明等が生じた場合は、その取り扱いについて試験の受託者、協会及び依頼者が十

分協議し決定するものとする。

（委員会の設置）

第７条 協会は、本事業の適正な実施を図るため、必要に応じて委員会をおくものとする。
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２．委員は、専門的な知識を有する学識経験者の中から理事長が委嘱する。

３．委員は、試験成績について専門的な見地から所要の検討を行うものとする。

（契約）

第８条 とくに必要がある場合にあっては、本規約に著しく反しない範囲において、協会は依頼者との

間で試験に関する契約を締結することができる。

２．契約で定めた事項については、本規約よりも優先するものとする。契約で定めのない事項について

は、原則として本規約が適用されるものとする。

第２章 新農薬実用化試験

第９条 協会は、農薬登録等を目的とする薬効又は薬害試験（以下「新農薬実用化試験」という）につ

いては、総則に定める事項のほか、本章の各号の定めるところにより受託実施する。

（試験の依頼）

第１０条 依頼者は、新農薬実用化試験を依頼しようとする時は、原則として 1 月 25 日までに協会あ
てに必要書類を添えて試験研究依頼書を提出するものとする。

（試験成績の検討）

第１１条 協会は、新農薬実用化試験として実施した試験成績については、成績検討会を開催し、検討

を行うものとする。

２．成績検討会は総則第 7条 2項によって委嘱した委員の出席のもとで開催するものとする。
３．成績検討会の参集範囲は、依頼者、試験担当者、委員、協会の会員及び植物防疫関係機関とする。

これ以外の者から出席要請があった場合は、成績検討会の円滑な進行に支障がないと判断できる場

合に限り、協会は、成績検討会への出席を認めるものとする。

（試験成績集）

第１２条 依頼者は、依頼した試験成績が成績検討会の資料及び新農薬実用化試験成績集として関係者

に配布されることに同意するものとする。

（委託外試験成績）

第１３条 協会は、依頼者が自ら実施した薬効又は薬害試験（以下「委託外成績」という）について、

依頼者から要請があった場合は、その成績検討を行うものとする。

２．依頼者は、委託外成績の成績検討を依頼しようとする時は、予めその旨を申告し、期日までに当該

試験成績を提出するものとする。

３．依頼者は、前項の申告をした時は、所定の経費を支払うものとする。

４．依頼者は、提出した試験成績の内容について、成績検討会で報告するものとする。これに要する旅

費及び参加費等は依頼者の負担とし、前項の経費には含まないものとする。

５．依頼者は、委託外試験成績が第１２条の適用を受けることに同意するものとする。

第３章 新農薬環境動態試験

第１４条 協会は、農薬登録等を目的とする作物残留試験及び環境中での動態試験（以下「新農薬環境

動態試験」という）については、総則に定める事項のほか、本章の各号に定めるところにより受託

実施する。

（試験の依頼）

第１５条 依頼者は、新農薬環境動態試験を依頼しようとする時は、原則として試験開始時期の 3か月
前までに、協会あてに必要書類を添えて試験研究依頼書を提出するものとする。

（試験機関の指定）

第１６条 依頼者が試験機関を予め指定しようとする場合においては、協会が行う試験研究の内容を理

解しかつ必要な技術及び経験が備わっている試験機関を指定するものとする。
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（GLP試験）
第１７条 協会理事長は運営管理者を定め、所要の GLP 制度に準拠した施設及び組織体制等の整備に

つとめるものとする。

２．GLP 制度に準拠した試験研究が依頼された場合には、協会の運営管理者は、原則として協会の役
職員の中から試験責任者を選任するものとする。

３．協会は、協会の責任のもとで GLP ほ場試験を行う外部の機関に対し、GLP 組織及び体制を確立す
るために必要な契約、教育研修、機器及び標準操作手順書等の供与を行うものとする。

４．協会は、協会に依頼された GLP 試験について、GLP に準拠した試験機関と連携してこれを実施す
る場合には、予め必要事項を契約で定め、当該機関の運営管理者を GLP 基準に定める試験場所管
理責任者として指名するものとする。

（試験成績の検討）

第１８条 協会は、新農薬環境動態試験として実施した試験成績については、その信頼性確保のために

必要があり、かつ依頼者から要請があった場合は、成績検討を行うものとする。

２．成績検討会は総則第 7条 2項によって委嘱した委員の出席のもとで開催するものとする。
３．成績検討会の参集範囲は、依頼者、委員及び試験担当者とし、必要に応じ専門家を招聘するものと

する。

４．成績検討会の資料は、原則として非公開とする。

昭和２８年６月１７日制定

昭和３２年４月１９日改正

昭和５８年４月１日改正

昭和６３年１２月２３日改正

平成３年７月１日改正

平成１３年１２月１日改正

平成２０年１２月５日改正

平成２４年１１月３０日一部改正
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（別添）

試験の安全実施に係るガイドライン

平成２６年１１月３０日

一般社団法人日本植物防疫協会

当協会が受託して行う試験研究のうち、登録前の農薬に係る圃場試験については、農薬

取締法の定める「試験研究」に該当するところから、農林水産省農産安全管理課長通知に

よるほか、本ガイドラインの定めるところにより、安全かつ適切に実施をはかるものとす

る。

第１．試験の依頼者は、当該試験の安全かつ適切な実施に必要な情報を協会に提示するも

のとする。協会は、提示された情報からみて、安全な試験の実施がはかれないと判断し

た場合には、依頼された試験を外部の試験機関に委託してはならない。

第２．試験の実施者は、試験薬剤の取り扱い上の注意を遵守し、試験の安全管理につとめ

るとともに、試験薬剤が目的以外に使用されることのないよう適切に管理し、又試験圃

場からの生産物の安全にも十分配慮するものとする。

第３．試験圃場からの生産物は、原則として出荷しないものとする。ただし、無処理区又

は登録農薬を使用基準の範囲で使用した対照区である等、生産物の安全上の問題がない

場合については、この限りでない。

第４．生産物を含む試験圃場の管理は、原則として試験の実施者の責任において行うもの

とする。これを適切に支援するため、協会は試験の実施者に対し、予め必要な情報を提

供するとともに、現地試験圃場を使用する場合にあっては予め十分協議し、必要な経費

等について適切に対応するものとする。

第５．その他必要な事項は細則に定める。
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細則１ 依頼者が提示すべき安全情報

１．急性毒性、刺激性など、試験実施者が安全な取り扱いを行うために参考となる情報を

試験計画書の所定欄に記載するとともに、試験薬剤の提供時にＳＤＳシート等の製品安

全情報を添付すること。

２．当該試験薬剤の使用に係る収穫物の安全性について、試験計画書の所定欄に以下の分

類により記載すること。

Ａ：安全性は確保されている

Ｂ：安全性は検討中である

※試験終了までに登録取得されることが明らかな農薬の場合は、登録後における該当

を( )を付して表示する。

３．前項の判断に対する客観的な公正を確保するため、試験薬剤の有効成分は可能な限り

明らかにし、試験計画書の所定欄に記載すること。万一明示できない場合には、当該有

効成分に係る登録情報を別途提供すること。

４．標的外生物に関する情報など、試験圃場の適切な設定及び管理に必要なその他の情報

を試験計画書の所定欄に記載すること。

５．当該試験薬剤の使用に係る後作物に対する安全性について、試験計画書の所定欄に以

下の分類により記載すること。

a：後作物に対する安全性は確保されている
b：後作物に対する安全性は所定の注意を払うことで確保される
c：後作物に対する安全性は検討中である

細則２ 試験用薬剤の管理

１．試験の依頼者は、試験の実施者に対し、当該試験の実施に過不足を生じないように試

験薬剤を提供すること。

２．試験薬剤には試験用であることを表示すること（依頼者が農薬工業会の会員である時

は同会が定める規則に従うこと。）。その際、とくに守秘性の高い試験薬剤については、

その旨も表示すること。また、残余薬剤の返送先を添付すること。

３．試験の実施者は、試験薬剤の取り扱い及び保管に当たっては、製品安全情報に留意し、

その定められた取り扱い方法に従って適切に行うこと。

４．試験の実施者は、試験薬剤を試験用途以外に使用してはならず、また、試験の実施者

以外の者が試験用途以外に使用することがないよう、試験薬剤を適切に管理すること。

５．試験の実施者は、試験薬剤の使用状況に関する依頼者の問合せに応ずるものとし、試

験終了後に試験薬剤に残余を生じた場合には、これを試験の依頼者が指定する場所に適

切に返送すること。この場合の経費は試験の依頼者の負担とする。

６．試験を終了した試験薬剤は、とくに指示があった場合を除き、原則として 翌年２月

までに返送すること。試験実施上の都合により当該期日までに返送できなかった場合で

も１２月までに返送を完了すること。
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７．ＧＬＰ試験に係る試験薬剤については、別途定める方法に従うこと。

細則３ 一時的に現地を借用して試験を実施する場合の原則

１．試験の実施者は、一時的に現地を借用して試験を実施する場合は、予め協会の確認を

得ること。また、以下に掲げる対応が確保されることを条件として借用すること。

２．細則１の２項に定める収穫物に関する情報がＢである薬剤を一時的に借用した現地で

使用する場合は、当該薬剤が使用された収穫物の処分に万全を期すこと。

３．細則１の５項に定める後作物に関する情報が bである薬剤を一時的に借用した現地で
使用し、試験終了後に当該試験区において出荷を目的として後作物を作付ける時は、以

下に該当する場合を除き、試験終了後少なくとも１か月あけるものとし、作物が葉菜類

である時はその期間を少なくとも３か月とすること。

①後作物の種類が当該薬剤に残留基準を有する作物である時

②当該薬剤の土壌への混入が少ない使用を行った時

③当該薬剤の処理区を避けて後作物が作付けられる時

４．細則１の５項に定める後作物に関する情報が cである薬剤は、原則として一時的に借
用した現地で使用してはならない。ただし、予め協会と協議し、安全確保のための対策

がはかられる場合はこの限りではない。

細則４ 飛散対策に関する留意事項

１．試験区の設置に際しては、できるだけ近隣に飛散影響が及ばない場所を選ぶこと。

２．風向及び風速に注意して散布を行うこと。

３．他の試験区（とりわけ無処理区）への飛散影響を厳重に防止する必要がある場合は、

試験区相互の距離を十分確保する、又は防護対策を講じること。

４．飛散を助長しやすい散布器具又は器具の使用法はできるだけ避けること。また、飛散

低減ノズルを使用するときは、用途に見合うものを適切に選定すること。

５．試験圃場の一般防除に際しても飛散防止に留意すること。

平成１４年１２月１日制定

平成１５年１２月１日改定

平成１６年１２月１日一部改定

平成２４年１１月３０日改定

平成２６年１１月３０日一部改定


